令和７年１２月
産前・産後家事支援事業者の登録について
１　登録対象事業者
　　登録対象の事業者は、足立区が実施する「産前・産後家事支援事業」を受託・運営する事業者とします。
２　産前・産後家事支援事業について

　　出産予定日の６週間前から出産後３か月以内の妊産婦がいる家庭を対象として、産前・産後の家事支援を行います（出産のための入院中の期間を除く）。受託事業者は、利用者からの申し込みを受け付け、家庭に家事支援ヘルパー（介護職員初任者研修を修了した者、旧訪問介護員２級以上の資格を有する者又は生活支援サポーター（区が実施する生活支援サポーター養成研修を修了し、区長の認定を受けた者））を派遣し、家事支援のサービスを実施します。
　
３　登録基準
　　登録事業者は、令和８年４月１日現在、以下の要件をすべて満たす事業者とします。
（１）足立区内に事業所を有する法人であること。

（２）介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条に規定する指定居宅サービス事業者であること。
（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当しないこと。

（４）足立区競争入札参加停止及び指名停止措置要綱による指名停止を受けていないこと、又はこれに準じる行為を行っていないこと。

（５）法人の代表者その他の役員・理事に、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から５年を経過しない者、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者がいないこと。
（６）産前・産後家事支援事業者の登録等に関する要綱第１０条第２号ないし第５号の規定により過去５年以内に登録が取り消された法人でないこと、又は同法人の代表者その他の役員・理事であった者が代表者その他の役員・理事を務める法人でないこと。
４　申請書類の一覧
（１）法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書）※
（２）法人の定款の写し※
（３）介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条に規定する指定居宅サービス事業者指定通知書の写し
（４）利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
※　令和７年度に本事業の委託契約の締結実績がある事業者については、（１）及び（２）の書類の提出を免除
５　留意事項

（１）登録の期間は、令和９年３月３１日までとします。

（２）登録可否については、書面でその旨を通知します。
（３）事業者登録後、委託契約を締結します。

６　登録申請手続き等

（１）登録申請書の受付期間

令和７年１２月１０日（水）～令和８年１月８日（木）消印有効
（２）提出方法
次の①または②の方法により提出

①　必要書類を子ども政策課子育て応援係に持参または郵送により提出
②　オンライン申請
足立区オンライン申請システムから申請

https://shinsei.city.adachi.tokyo.jp/apply/guide/2815
（３）提出書類　産前・産後家事支援事業者登録申請書及び「４　申請書類の一覧」のとおり

（４）提出にあたっての留意点

ア　提出書類は、Ａ４サイズで統一してください。

イ　提出された書類は返却しません。

ウ　登録申請に関する費用はすべて事業者の負担とします。

エ　必要に応じて、別途資料を請求する場合があります。

（５）登録および却下通知　令和８年３月上旬までに事業者あて郵送予定。

７　申請・問い合わせ先

　　　足立区教育委員会子ども家庭部子ども政策課子育て応援係
　　　担当　渡邊
〒120-8510　東京都足立区中央本町1-17-1
　　　電　　話　03-3880-0719
　　　Ｅメール　kosodate@city.adachi.tokyo.jp 
